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答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）６３条の規定に基づく各返還金額決定処分に係る各審査請

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件各審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、「支給済み保護費の返還決定について」と題する各通知書

（令和５年９月２１日付○○号及び同月２９日付○○号）により請求

人に対して行った法６３条の規定に基づく各返還金額決定処分（以下

「本件各処分」という。）について、それらの取消しを求めるもので

ある。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

 本人に対する退去費用のため。本件各処分は違法・不当である。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件各審査請求はいずれも理由がないから、行政不服審査法４５条

２項により、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年 ７月１８日 諮問 

令和７年 ９月２４日 審議（第１０４回第３部会） 

令和７年１０月２９日 審議（第１０５回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、
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以下のように判断する。 

１ 法令等の定め 

⑴ 保護の補足性・基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとしている。 

法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準（生活保護法に

よる保護の基準。昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号。以下

「保護基準」という。）により測定した要保護者の需要を基とし、そ

のうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う

程度において行うものとするとしており、保護費の額の算定は、上記

基準によって、法１１条１項各号に掲げられている保護の種類ごとに

定められたところに従い、要保護者各々について具体的に決定される

ものである。 

⑵ 住宅扶助 

ア 保護基準は、家賃、間代、地代等に係る住宅扶助の基準額は、１

級地（請求人の保護を所管する○○区は、これに該当する。）では

月額１３，０００円以内とし（保護基準別表第３・１）、当該費用

がこの基準額を超えるときは、限度額の範囲内の額とするとしてい

る（同・２）。 

イ 「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定め

る住宅扶助（家賃・間代等）の限度額の認定について（通知）」

（平成２７年４月１４日付社援発０４１４第９号厚生労働省社会･

援護局長通知。以下「限度額通知」という。）１は、東京都におけ

る世帯人員が１人の場合の１級地の限度額を月額５３，７００円と

している。 

ウ 「生活保護法に依る保護の実施要領について」（昭和３８年４月

１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい

う。）」第７・４・⑴・オは、限度額によりがたい家賃等であっ

て、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認め

られるものについては、特別基準の額の範囲内において、必要な額

を認定して差しつかえないものとしている。 

そして、この特別基準の額は、東京都における世帯人員が１人の

１級地の場合、６９，８００円とされている（限度額通知２）。  
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⑶ 収入の認定 

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１

日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」とい

う。）第８－３－⑵・エ・（イ）によれば、不動産又は動産の処分に

よる収入、保険金その他の臨時的収入については、その額が世帯合算

額８，０００円（月額）を超える場合、その超える額を収入として認

定することとされている。 

また、第８－３－⑶・オによれば、災害等によって損害を受けたこ

とにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち、当該被保

護世帯の自立更生のために充てられる額は収入として認定しないこと

とされている。 

⑷ 費用返還義務等 

法６１条は、被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変

動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったとき

は、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出

なければならないとしている。 

また、法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力がある

にもかかわらず保護を受けたときは、被保護者は、速やかに、受けた

保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額

を返還しなければならないとしている。 

  ⑸ 自立更生免除 

「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」（平

成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号 厚生労働省社会・援護

局保護課長通知。以下「課長通知」という。）１・⑴によれば、法６

３条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすること

とされ、「ただし、全額を返還対象とすることによって当該被保護世

帯の自立が著しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の

額を返還額から控除して差し支えない」とし（以下「自立更生免除」

という。）、上記の「次に定める範囲」として、「当該世帯の自立更

生のためのやむを得ない用途に充てられたものであって、地域住民と

の均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として保護の実施機関が

認めた額」等を挙げている。 

また、当該収入が、次官通知第８－３－⑶に該当するものにあって

は、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３
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８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知）第８の４０の

認定基準に基づき、保護の実施機関が認めた額（事前に実施機関に相

談があったものに限る。ただし、事後に相談があったことについて真

にやむを得ない事情が認められるものについては、挙証資料によって

確認できるものに限り同様に取り扱って差し支えない。）等とされて

いる。 

⑹ 扶助費の遡及支給の限度 

「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生労働省

社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問１３－

２の（答）１は、最低生活費について、扶助費の額の認定を事後変更

して、追給する必要がある場合の遡及変更の限度は３か月程度と考え

るべきであるとしている。 

⑺ 次官通知、局長通知、限度額通知及び課長通知の位置付け 

次官通知及び局長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９第１項

及び３項の規定に基づく法の処理基準であり、課長通知は、同法２４

５条の４第１項の規定に基づく技術的な助言である。問答集は、生活

保護制度の具体的な運用・取扱いについて問答形式により明らかにす

るものであり、実務の適切な遂行に資するものであると認められる。

運用事例集は、法に定める事務を地方公共団体が執行するに当たって

の解釈運用指針として合理的なものであると認められる。 

２ 本件各処分についての検討 

  ⑴ 本件処分１について 

請求人は、令和４年１１月４日に貸主から立退料１０万円を受領し、

同日及び令和５年７月１９日に、処分庁に対し収入申告を行ったこと

が認められる。 

そこで、処分庁は、本件収入１（１０万円）について、８，０００

円を超える額である９２，０００円に相当する支給済保護費について、

法６３条に基づき返還請求をすることを決定したことが認められる。 

臨時的収入については、当該収入額から８，０００円（月額）を超

える場合、その超える額を収入として認定するとされていること

（１・⑶）からすれば、処分庁の上記判断は上記１の法令等の定めに

則ったものということができる。さらに、返還金額の算定に当たって

も違算は認められない。 

  ⑵ 本件処分２について 
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請求人は、令和５年３月６日に貸主から立退料４０万円を受領し、

同月から７月までの間、簡易宿泊所等に宿泊し、同月１９日、処分庁

に対し、本件収入申告書及び本件更生申請書を提出したことが認めら

れる。 

そこで、処分庁は、本件収入２（４０万円）について、８，０００

円を控除した額（３９２，０００円）を返還対象額とした上で、自立

更生免除の申請が事後に行われた点につき、請求人の既往症を考慮す

ればやむを得ない事情があると認められるとして、令和５年３月から

５月までの宿泊費については、宿泊差額（７３，９００円）を自立更

生費と認め、同年６月及び７月の宿泊費については、住宅扶助費の特

別基準により支給することを決定（本件処理方針）し、返還対象額か

ら自立更生費を控除した３１８，１００円に相当する額の支給済保護

費について、法６３条に基づき返還請求することを決定したことが認

められる。 

自立更生免除について、事後に相談があった場合については、真に

やむを得ない事情が認められるものについては、挙証資料によって確

認できるものに限り認めるとされていること（１・⑸）、扶助費の追

加支給の限度は３か月程度とされていること（１・⑹）からすれば、

処分庁の上記判断は上記１の法令等の定めに則ったものということが

できる。また、本件処理方針に則って行われた返還金額の算定に当た

っても違算は認められない。 

⑶ 以上によれば、本件各処分は、法令等の規定に則り適正に行われ

たものであり、違法又は不当な点は認められない。 

⑷ なお、処分庁は、令和５年７月分の住宅扶助費を６７，５００円

とする旨の保護変更決定処分を行っている。しかし、同月分の実際

の宿泊費は６９，７５０円であるところ、これは限度額通知に基づ

く特別基準の額（６９，８００円。上記１・（2）・ウ）の範囲内で

あるから、この場合の支給額は６９，７５０円であると思われる。

この点について処分庁は改めて確認の上、仮に違算があれば、正し

い金額を支給すべきである。 

 ３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、上記３のとおり、本件収入１及び２は請求人に対する退

去費用である旨主張するが、当該立退料は臨時的な収入であり、自立

更生のための費用を除き、返還すべきであることは上記２のとおりで
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ある。 

よって、請求人の主張は採用することができない。 

４ その他の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件各処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙（略） 

 

 


